
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  設備投資の促進、雇用・所得の拡大税制 

Ｑ：今年度の税制改正では、設備投資の促

進と雇用・所得の拡大税制が盛り込まれてい

るとか。どのような内容なのですか？                            

  

Ａ：次のような内容です。 

【解説】 

平成25年の税制改正では、設備投資の促進

と雇用・所得の拡大税制として次の制度が創

設されます。 

 ①国内設備投資を促進する税制 

青色申告法人が、平成25年４月１日から平

成27年３月31日までの間に開始する各事業年

度において、国内事業用生産等設備を取得し

て、その設備のうちの機械装置を事業の用に

供した場合において、その取得価額の合計額

が一定の金額を超えるときは、その取得価額

の30%の特別償却とその取得価額の３％の税

額控除(当期の法人税額の20%が限度)との選

択適用ができる。 

 ②雇用・労働分配を拡大する税制 

  青色申告法人が、平成25年４月１日から平

成28年３月31日までの間に開始する各事業年

度に、国内雇用者に対して給与等を支給する

場合において、その法人の雇用者給与等支給

増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者

給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者

給与等支給額に対する割合が5％以上で、かつ、

一定の要件を満たすときは、その雇用者給与

等支給増加額の10%(当期の法人税額の10%(中

小企業者等は20%)の税額控除を認める。 
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